
(公財)福井県文化振興事業団  職員募集のお知らせ  

受付期間   令和７年１２月１０日（水） 

                 ～ 令和８年１月１４日（水）〈必着〉 

選 考 日    令和８年２月２日（月）（予定） 

 

                                                     令和７年１２月１０日 
 

                           (公財)福井県文化振興事業団  
                                    〒 918-8152  福井市今市町４０－１－１ 
                                      電  話  ０７７６－３８－８２８０  

 

  令和８年４月１日付けで、（公財）福井県文化振興事業団に勤務する職員
を募集します。 

 

 
  １   採用職  

職   種   福井県の芸術文化振興に関する事業企画・運営、福井県立音楽堂
の事業企画・運営、その他事務 

勤務場所 （公財）福井県文化振興事業団（福井市今市町） 
職務内容 （公財）福井県文化振興事業団および福井県立音楽堂の業務に従事  
募集人数 ３名程度 
 

  ２   仕事の内容 
     ・総務部：財団運営、人事、庶務、経理、施設管理 

・管理部：貸館事業の運営、利用者・来館者対応、設備・備品管理、安全管理 
・事業部：音楽公演事業の企画・運営、教育普及事業等の実施 
・ふくい文化創造センター： 

芸術文化振興事業の企画・運営、アーツカウンシル、アートプロジェクトの
 支援、インクルーシブ事業の企画・運営、音楽創造事業の実施 

 
  ３  求める人材 
     ・文化芸術活動への情熱を有し、積極的な行動やコミュニケーションをとれる人 
    ・目標に向かって主体的に考え、行動できる人 
    ・チームワークを重視できる人 
    ・冷静に物事を判断できる人 
    ・学校内や学校外活動の経験が豊富な人 
 
４  応募資格  

      （１) 高卒以上の学歴で文化芸術活動への熱意を有し、特に音楽に関心のある方。 
（２）パソコンのワード、エクセルの操作に熟練している方。 

    （３）地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方。 
    （４）経験者は優遇します。 
 
５ 選考考査  

（１) 書類選考 
（２) 選考試験（適性試験、グループワーク、面接） 

           試験会場   ハーモニーホールふくい（福井県立音楽堂） 
           試験日程   令和８年２月２日（月）予定 
          （日時は、書類選考通過者に追って連絡します。） 
 
  ６  合否通知  

令和８年２月１７日（火）までに選考考査の合否を通知するとともに、合
格者に対しては、その後の予定についてご案内します。 



 
  ７  勤務条件  

勤務時間    ４週８休制による週３８時間４５分勤務 
ただし、週３８時間４５分の中で８時３０分から２２時までの間
で交代勤務となります。 

  給料(月額 )  経験年数等を考慮し、財団の規程により決定します。 

参考：４年生大卒の例 ２０２，４００円（令和７年４月現在）  

    諸 手 当   通勤手当、時間外手当、賞与（期末勤勉手当）等を規定に基づき支給しま

す。 

  
８   福利厚生制度等  
    ・各種社会保険完備（健康・厚生年金・雇用・労災）、定期健康診断実施  
    ・体育・文化振興助成制度、退職金制度、育児休業制度、介護休業制度  

    ・事業団内外での研修制度あり 
 
  ９   申込手続  

（１) 受付方法 

   ①持参 

   ②郵送 

    ※郵送する場合は、封筒の表に「職員申込み」と朱書のこと。 

（２) 提出書類 

   ①市販の履歴書（写真付き）および勤務経歴書（任意書式に必要事項記入） 

   ②卒業した学校が発行した卒業（予定）証明書、成績証明書 

   

１０   受付期間  
令和７年１２月１０日（水） 

                             ～令和８年１月１４日（水）〈必着〉 
                午前８時３０分から午後７時まで 

（郵送の場合は書留とし、１月１４日までに必着のこと。 
 また、応募者多数の場合は早期に打ち切ることがあります。） 

 

１１  試験結果の開示について  

この採用試験の結果については、（公財）福井県文化振興事業団個人情報保護規程の規

定に基づき、書面で開示（本開示）を請求することができるほか、次の手続きにより口頭

で開示（簡易開示）を請求することもできます。 

（１）開示の内容等 

口頭で開示を請求できる者 当該採用試験に合格しなかった者本人 

開示内容         総合得点および総合順位 

開示期間         合否通知の到達日から 1か月 

開示場所         (公財)福井県文化振興事業団 (福井市今市町 40-1-1) 

（２）口頭による開示請求の手続き 

  開示請求に当たっては、以下のいずれかの書類を持参の上、午前８時３０分～午後 

５時１５分までの間に、請求者本人（代理人は不可）が直接（公財）福井県文化振興 

事業団へお越しください。 

①運転免許証        ②日本国旅券（パスポート） ③マイナンバーカード 

④各種健康保険の被保険者証 ⑤各種年金手帳等 

 

 

  担当（問い合せ先）  〒918-8152  福井市今市町４０－１－１ 

       （公財）福井県文化振興事業団 総務部 村本 

         ℡ ０７７６－３８－８２８０ 


